
個人の市民税 

 

概 要 

 個人の市民税は、税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額を納める「均等割」と、その人の所得

に応じて納める「所得割」からできています。 

 個人の府民税は、京都府の税金ですが、納税義務者や課税所得金額などが個人の市民税と同じであるため、

京都市が個人の市民税と併せて課税及び徴収し、京都府へ払い込んでいます。 

また、森林環境税は、令和6 年度から課税されている国税で、個人市・府民税の均等割と併せて納めてい

ただくものです。 

 

１ 納 税 義 務 者 

 個人の市民税・府民税・森林環境税を納めていただく人は、次のとおりです。 

納税義務者 
納めるべき税額 

均等割 所得割 森林環境税 

市内に住所がある人 ○ ○ 〇 

市内に家屋敷等（事務所、事業所又は家屋

敷）がある人で、その家屋敷等がある区内

に住所がない人 

○  

 

 

 なお、その市内に住所があるかどうか、また、家屋敷等があるかどうかは、その年の１月１日（これを賦

課期日といいます。）現在の状況で判断されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こんな場合はどうなる？ 
 

 ○令和６年12 月に死亡した人  

  ⇒ 令和７年度分の市民税は課税されません。 

 

 ○令和７年2 月に京都市から他都市へ転出した人  

  ⇒ 令和７年度分の市民税は京都市で課税されます。 

 

 ○住民票は他都市にあるが、実際に生活している居住地は京都市である人 

  ⇒ 京都市で課税されます。 
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２ 税額の計算方法 

 市民税・府民税の税額は所得割と均等割の合計額であり、森林環境税（国税）と併せて、次のとおり算出

します。 

 

① 所得割額 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 均等割額 

 

 

 

 

③ 森林環境税（国税） 

 

 

 

 

④ 税額 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所得金額 所得控除額 課税所得金額 
（千円未満切捨て） 

必要経費等 
（給与所得控除など） 

収入金額 所得金額 

税率 
市民税8％ 

府民税2％ 

税額控除額 課税所得金額 所得割額 
（百円未満切捨て） 

－ 

－ 

－ 

× 

市民税 3,０00 円 
 

府民税 １,６00 円 均等割額 

所得割額 均等割額 ＋ 税 額 

森林環境税1,000 円 森林環境税 

＋ 森林環境税 
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所得金額の計算方法 

  

 所得金額は所得割の税額計算の基礎となっており、所得の種類に応じて、一般に、収入金額からその収入

を得るための必要経費などを差し引いて計算されます。 

 なお、所得の種類は、所得税の場合と同様、以下の種類があります。 

 

所得の種類 所得金額の計算方法 

１ 利子所得 
公債、社債、預貯金などの

利子 
収入金額＝利子所得の金額 

２ 配当所得 株式の配当など 
収入金額‐株式などの元本取得のために要し

た負債の利子 

３ 不動産所得 家賃、地代、権利金など 収入金額‐必要経費 

４ 事業所得 事業により生じる所得 収入金額‐必要経費 

５ 給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額‐給与所得控除額 

６ 退職所得 退職金、一時恩給など 

（収入金額‐退職所得控除額）×1/2 

※勤続年数５年以下の場合は、この計算式によ

りません。 

７ 山林所得 
山林の伐採や山林を売っ

て得た所得 
収入金額‐必要経費‐特別控除額 

８ 譲渡所得 
土地、家屋などの資産を売

って得た所得 

収入金額‐資産の取得価格などの経費‐特別

控除額 

(注)5年を超えて保有する資産の譲渡の場合、課税対象とな

るのは、上記の式により算出された譲渡所得の金額の 1/2

の額です。 

９ 一時所得 

賞金、懸賞当せん金、遺失

物の拾得による報労金な

ど 

収入金額‐必要経費‐特別控除額 

(注)課税対象となるのは、上記の式により算出された一時所

得の金額の1/2の額です。 

１０ 雑所得 
年金など１～９以外の所

得 

公的年金等の収入金額 

    ‐公的年金等控除額・・・・① 

公的年金等以外の収入金額‐必要経費 

             ・・・・② 

① +②＝雑所得の金額 
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 給与所得控除（令和３年度分以降の個人住民税について適用） 

給与所得者については、必要経費 

に代わるものとして、右の表のとお

り、給与等の収入金額に応じ給与所

得控除額を計算します。 

 なお、給与等の収入金額が660 万

円未満である場合には、右の表によ

らず、所得税法別表第５（簡易給与

所得表）により給与所得の金額を求

めることになっています。 

所得税法別表第５（簡易給与所得表）を計算式として表すと下の表のとおりになります。 

 

＜参考＞ 給与所得金額の速算表 

給与収入A 給与所得金額 給与収入A 給与所得金額 

以上 未満 以上 未満 

円 

 

円 

551,000 

円 

0 

円 

1,628,000 

円 

1,800,000 

Ｂ 

B×2.4＋100,000 円 

551,000 1,619,000 Ａ－550,000 1,800,000 3,600,000 B×2.8－ 80,000円 

1,619,000 1,620,000 1,069,000 3,600,000 6,600,000 B×3.2－440,000 円 

1,620,000 1,622,000 1,070,000 6,600,000 8,500,000 A×0.9－1,100,000 円 

1,622,000 1,624,000 1,072,000 8,500,000  Aー1,950,000円 

1,624,000 1,628,000 1,074,000  

※上表内のA・・・給与収入 

Ｂ・・・Ａ÷４(1,000 円未満切捨て) 

  

                

                

 

 

 

 

 

 

 

  

収入金額 給与所得控除額 

162.5万円以下 55万円 

162.5万円超180万円以下 収入金額×40％－ 10万円 

180万円超  360万円以下 収入金額×30％＋  8万円 

360万円超  660万円以下 収入金額×20％＋ 44万円 

660万円超  850万円以下 収入金額×10％＋110万円 

850万円超   195万円 

● 給与所得者の特定支出の控除の特例 

給与所得については、一定の要件に該当する「特定支出」（※）の合計額が給与所得

控除の２分の１を超える場合には、申告により、その超える部分の金額を給与所得控除

後の所得金額から差し引くことができます。 

 ※ 特定支出とは、給与所得者が支出する①通勤費②転居費③研修費④資格取得費 

⑤帰宅旅費⑥勤務必要経費（図書費、衣服費、交際費等）⑦職務上の旅費をいい

ます。 
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公的年金等控除 

 公的年金等（※）の受給者については、下の表のとおり、年齢（前年１２月３１日現在）及び公的年金

等の収入金額に応じ公的年金等控除額を計算します。 

 なお、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える場合は下の表か

らさらに控除額が引き下げられます。 

 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が 

  1,000 万円超2,000 万円以下の場合   10 万円引き下げ 

  2,000 万円超の場合          20 万円引き下げ 

 

受給者の年齢 公的年金等収入金額 公的年金等控除額 

65 歳以上（昭和

35年1月1日以

前生まれ）の人 

330 万円以下 110 万円 

330 万円超 410 万円以下 収入金額×25％＋ 27.5 万円 

410 万円超 770 万円以下 収入金額×15％＋ 68.5 万円 

770 万円超 1,000 万円以下 収入金額× 5％＋ 145.5 万円 

1,000 万円超 195.5 万円 

65 歳未満（昭和

35年1月2日以

後生まれ）の人 

130 万以下 60 万円 

130 万円超 410 万円以下 収入金額×25％＋ 27.5 万円 

410 万円超 770 万円以下 収入金額×15％＋ 68.5 万円 

770 万円超 1,000 万円以下 収入金額× 5％＋ 145.5 万円 

1,000 万円超 195.5 万円 

※ 公的年金等とは、各法律又は制度に基づく年金、恩給等をいいます（例えば、国民年金、厚生年金、

各種共済年金などがこれに当たります。）。 

 

＜参考＞公的年金等に係る雑所得の速算表 

 ○65 歳未満の方 

公的年金等の収入金額 

公的年金等の雑所得を除く合計所得金額 

1,000 万円以下 1,000 万円超 

2,000 万円以下 

2,000 万円超 

130 万円未満 A－600,000 円 A－500,000 円 A－400,000 円 

130 万円以上 

410 万円未満 

A×0.75 

－275,000 円 

A×0.75 

－175,000 円 

A×0.75 

－75,000 円 

410 万円以上 

770 万円未満 

A×0.85 

－685,000 円 

A×0.85 

－585,000 円 

A×0.85 

－485,000 円 

770 万円以上 

1,000 万円未満 

A×0.95 

－1,455,000 円 

A×0.95 

－1,355,000 円 

A×0.95 

－1,255,000 円 

1,000 万円以上 A－1,955,000 円 A－1,855,000 円 A－1,755,000 円 

 

 

 

12



 ○65 歳以上の方 

公的年金等の収入金額 

公的年金等の雑所得を除く合計所得金額 

1,000 万円以下 1,000 万円超 

2,000 万円以下 

2,000 万円超 

330 万円未満 A－1,100,000 円 A－1,000,000 円 A－900,000 円 

330 万円以上 

410 万円未満 

A×0.75 

－275,000 円 

A×0.75 

－175,000 円 

A×0.75 

－75,000 円 

410 万円以上 

770 万円未満 

A×0.85 

－685,000 円 

A×0.85 

－585,000 円 

A×0.85 

－485,000 円 

770 万円以上 

1,000 万円未満 

A×0.95 

－1,455,000 円 

A×0.95 

－1,355,000 円 

A×0.95 

－1,255,000 円 

1,000 万円以上 A－1,955,000 円 A－1,855,000 円 A－1,755,000 円 
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所得控除 

 納税義務者（本人）それぞれの実情に応じた税負担を求めるために、本人に配偶者や扶養親族がいるか

どうか、また、病気、災害などによる臨時的な出費があったかどうか、などの個人的な事情を考慮して、

所得金額から次の金額を差し引くこととなっています。 

種類 要件 控除額 

雑損控除 本人又は前年の総所得金額等が 48 万円以
下の生計を一にする配偶者その他の親族に
災害又は盗難等による資産の損失がある場
合 

次のいずれか多い方の金額 
① （損失額―保険金等により補てんされた額）－

（総所得金額等×1/10） 
②  災害関連支出金額―５万円 

医療費控除 本人、生計を一にする配偶者その他親族の
医療費又は、スイッチＯＴＣ医薬品等購入
費を支払った場合 

次の①又は②の選択 
① 支払った医療費（保険金等で補てんされるもの

を除く。）－｛総所得金額等×５％（10 万円を限
度）｝ 限度額200 万円 

② 支払ったｽｲｯﾁ OTC 医薬品等購入費（保険金等
で補てんされるものを除く。）－1 万2 千円 限度
額8万8 千円 

社会保険料

控除 

本人、生計を一にする配偶者その他親族が
負担すべき社会保険料を本人が支払った場
合 

支払った金額の全額 

小規模企業

共済等掛金

控除 

小規模企業共済制度の掛金（旧第２種共済
掛金を除く。）又は心身障害者扶養共済制度
の掛金を支払った場合 

支払った金額の全額 

生命保険料

控除 

本人、配偶者又はその他の親族を受取人と
する生命保険、介護医療保険及び個人年金
保険の掛金を支払った場合 

 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保
険料について、次の①と②の算式により計算した金
額の合計額（限度額70,000円） 
① 平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約等

（新契約） 
 支払った保険料が 
 12,000 円以下・・・・・・・・・・・・その全額 
 12,000 円超32,000 円以下 
  ・・・・・・・支払った保険料×1/2+6,000 円 
 32,000 円超56,000 円以下 
  ・・・・・・・支払った保険料×1/4+14,000 円 
 56,000 円超・・・・・・・・・・・・・28,000 円 
② 平成23 年12 月31 日以前に締結した保険契約

等（旧契約） 
 15,000 円以下・・・・・・・・・・・・その全額 
 15,000 円超40,000 円以下 
  ・・・・・・・支払った保険料×1/2+7,500 円 
 40,000 円超70,000 円以下 
  ・・・・・・・支払った保険料×1/4+17,500 円 
 70,000 円超・・・・・・・・・・・・・35,000 円 
（注）一般生命保険料及び個人年金保険料について

は、新旧契約双方について控除の適用を受ける
場合、①及び②により計算した控除額の合計額
（限度額28,000円）と、②により計算した控除
額のいずれか大きい金額が控除額となります。 

地震保険料

控除 

本人、生計を一にする配偶者その他の親族
が居住している家屋を保険の目的とする地
震保険契約又は損害保険契約等のうち、地
震等損害部分に支払った保険料 
なお、平成 18 年12 月 31 日までに締結し
た長期損害保険契約等に係る保険料（上記
保険料は除く）については、従前の旧長期損
害保険料控除（限度額 1 万円）が適用され
ます。 

①と②の金額の合計額（限度額25,000 円） 

① 支払った地震保険料の1/2 

② 支払った旧長期損害保険料（保険期間 10 年以

上、満期返戻金あり、平成18 年12 月31 日まで

に締結） 

5,000 円以下・・・・・・・・・・・・・・その全額 

5,000 円超15,000 円以下 

 ・・・・・・・・支払った保険料×1/2+2,500 円 

15,000 円超・・・・・・・・・・・・・・10,000 円 
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種類 要件 控除額 

障害者控除 本人、同一生計配偶者又は扶養親族が障害
者の場合（※１） 
障害者に該当するのは次の（１）～（８）の
いずれかに該当する場合です。 
 
（1）精神上の障害により事理を弁識する能
力を欠く常況にある方（特別障害者となり
ます。） 
 
（2）精神保健指定医などにより知的障害者
と判定された方（重度の知的障害者と判定
された方は特別障害者となります。） 
 
（3）精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている方（障害等級が 1 級と記載されてい
る方は特別障害者となります。） 
 
（4）身体障害者手帳に身体上の障害がある
者として記載されている方（障害の程度が1
級又は 2 級と記載されている方は特別障害
者となります。） 
 
（5）戦傷病者手帳の交付を受けている方
（障害の程度が恩給法に定める特別項症か
ら第 3 項症までの方は特別障害者となりま
す。） 
 
（6）原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定
を受けている方（特別障害者となります。） 
 
（7）いつも就床していて、複雑な介護を受
けなければならない方（特別障害者となり
ます。） 
 
（8）精神又は身体に障害のある 65 歳以上
の方で、その障害の程度が（1）、（2）又は
（4）に掲げる方に準ずるものとして障害者
控除対象者認定書の交付を受けている方
（（1）、（2）又は（4）に掲げる方のうち特
別障害者となる方に準ずるとされた場合
は、特別障害者となります。） 

1 人につき               ２６万円 
            特別障害者は３０万円 
      同居特別障害者（※２）は５３万円 

ひとり親控

除 

本人が生計を一にする総所得金額等が 48
万円以下の子を有し、次のいずれにも該当
する場合（※１） 
・合計所得金額が500 万円以下 
・婚姻していない者又は配偶者の生死が明
らかでない一定の者でかつ事実婚状態で
はない 
※性別や婚姻歴は要件ではありません。 
 

３０万円 

寡婦控除 ひとり親控除に該当しない女性で、事実婚
状態でない合計所得金額が500万円以下の
次の（１）又は（２）のいずれかに該当する
場合（※１） 
（１）夫と死別後婚姻していない者又は夫

の生死が明らかでない一定の者のいず
れかに該当する場合 

（２）夫と離別後婚姻していない者で扶養
親族を有する場合 

 

２６万円 
 

勤労学生控

除 

前年の合計所得金額が75 万円以下で、給与
所得等以外の所得が10万円以下の学生（※
１） 

２６万円 
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配偶者控除 本人の前年の合計所得金額が 1,000 万円以
下で、本人と生計を一にする前年の合計所
得金額が48万円以下の配偶者がある場合 
（※１） 

本人の合計所得金額が 
900 万円以下・・・・・・・・・・・・・ 33 万円 
      （老人配偶者（※３）の場合 38万円） 
900 万円超950 万円以下・・・・・・・・・22 万円 
      （老人配偶者（※３）の場合 26万円） 
950 万円超1,000 万円以下・・・・・・・・11 万円 
      （老人配偶者（※３）の場合 13万円） 
1,000 万円超・・・・・・・・・・・・・・・・0 円 

 

配偶者 

特別控除 

本人の前年の合計所得金額が 1,000 万円以
下で、生計を一にする配偶者の前年の合計
所得金額が48 万円超133 万円以下の場合 
（※１） 

本人の合計所得金額900 万円以下の場合 

配偶者の合計所得金額 

48 万円超100 万円以下・・・・・・・・・・33 万円 

100 万円超105 万円以下・・・・・・・・・31 万円 

105 万円超110 万円以下・・・・・・・・ 26万円 

110 万円超115 万円以下・・・・・・・・・21 万円 

115 万円超120 万円以下・・・・・・・・・16 万円 

120 万円超125 万円以下・・・・・・・・・11 万円 

125 万円超130 万円以下・・・・・・・・・ 6万円 

130 万円超133 万円以下・・・・・・・・・ 3万円 

133 万円超・・・・・・・・・・・・・・・・ 0円 

 

本人の合計所得金額900万円超950万円以下の場合 

配偶者の合計所得金額 

48 万円超100 万円以下・・・・・・・・・・22 万円 

100 万円超105 万円以下・・・・・・・・・21 万円 

105 万円超110 万円以下・・・・・・・・ 18万円 

110 万円超115 万円以下・・・・・・・・・14 万円 

115 万円超120 万円以下・・・・・・・・・11 万円 

120 万円超125 万円以下・・・・・・・・・ 8万円 

125 万円超130 万円以下・・・ ・・・・・・4万円 

130 万円超133 万円以下・・・ ・・・・・・2万円 

133 万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・0 円 

 

 

本人の合計所得金額950 万円超1,000 万円以下の場

合 

配偶者の合計所得金額 

48 万円超100 万円以下・・・・・・・・・・11 万円 

100 万円超105 万円以下・・・・・・・・・11 万円 

105 万円超110 万円以下・・・・・・・・・・9万円 

110 万円超115 万円以下・・・・・・・・・・7万円 

115 万円超120 万円以下・・・・・・・・・・6万円 

120 万円超125 万円以下・・・・・・・・・・4万円 

125 万円超130 万円以下・・・・・・・・・・2万円 

130 万円超133 万円以下・・・・・・・・・1万円 

133 万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・0 円 

 

扶養控除 本人と生計を一にし、前年の合計所得金額
が48 万円以下の年齢16 歳以上の扶養親族
がある場合（※１） 

１人につき・・・・・・・・・・・・・・・３３万円 

特定扶養親族（※４） 

の場合は１人につき・・・・・・・・・・・４５万円 

老人扶養親族（※５） 

の場合は１人につき・・・・・・・・・・・３８万円 

同居老親等扶養親族（※６） 

の場合は１人につき・・・・・・・・・・・４５万円 
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基礎控除 本人の合計所得金額が 2,500 万円以下の場
合 

本人の合計所得金額が 

2,400 万円以下・・・・・・・・・・・・・４３万円 

2,400 万円超2,450万円以下・・・・・・・２９万円 

2,450 万円超2,500万円以下・・・・・・・１５万円 

2,500 万円超・・・・・・・・・・・・・・・０円 

 ※１ 前年の12月31日の現況で判定します。ただし、前年中に死亡している場合には死亡時の現況で判断します。 

 ※２ 同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害に該当し、かつ本人又は本人の配偶者若しくは本人と生計を一にす

るその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合をいいます。 

 ※３ 老人配偶者とは、年齢７０歳以上の配偶者をいいます。 

 ※４ 特定扶養親族とは、年齢１９歳以上２３歳未満の扶養親族をいいます。 

 ※５ 老人扶養親族とは、年齢７０歳以上の扶養親族をいいます。 

 ※６ 同居老親等扶養親族とは、本人又は配偶者と同居している直系尊属である年齢７０歳以上の扶養親族をいい

ます。 
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３ 税 率 

 

 市民税 府民税  森林環境税 

均等割 ３，０００円 １，６００円 
１，０００円 

所得割 ８％ ２％ 

   

  ※ 平成２８年度から、「豊かな森を育てる府民税」として、府民税の均等割の税率が、６００円引き上げられています。 

  ※ 令和６年度から国税である森林環境税（1,000円）が均等割と併せて徴収されます。森林環境税については、６８ページ

（国に納める税金）をご覧ください。 

 

４ 税 額 控 除 

調整控除 

所得税と個人市・府民税の人的控除額の差（例：所得税の障害者控除２７万円、個人市・府民税の障害者

控除２６万円）に基づく負担増を調整するため、本人の合計所得金額が2,500 万円以下の場合は、市・府民

税所得割額から次の額が減額されます。 

（１）合計課税所得金額（※１）が200 万円以下の場合 

  （ア）か（イ）のいずれか少ない金額×５％（市民税４％、府民税１％）＝調整控除額 

   （ア）5 万円＋人的控除額の差の合計額（※２） 

   （イ）合計課税所得金額 

（２）合計課税所得金額が200 万円を超える場合 

   （ア）の金額から（合計課税所得金額―200 万円）を控除した金額（その金額が５万円を下回る場合に

は５万円）×５％（市民税４％、府民税１％）＝調整控除額 

   （ア）5 万円＋人的控除額の差の合計額（※２） 

 

 ※１ 合計課税所得金額とは 

   課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額を合計した金額です。 

   申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。 

 ※２ 人的控除額の差の合計額とは 

   次の表の左の欄の人的控除を適用される人である場合は、該当する欄の右の欄に掲げる金額を合計し

た金額を加算した金額です。 
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適用される人的控除 人的控除の差の金額 

(1)障害者控除 

 ① その他障害者 

② 特別障害 

③ 同居特別障害 

 

① 当該障害者１人につき１万円 

② 当該障害者１人につき１０万円 

③ 当該障害者１人につき２２万円 

(2)ひとり親控除 

① 父 

② 母 

  

① １万円 

② ５万円 

(3)寡婦控除 １万円 

(4)勤労学生控除 １万円 

(5)配偶者控除 

 ※（ ）内は老人配偶者の場合 

納税義務者の合計所得金額 

900万円以下         ５万円（10万円） 

900万円超950万円以下   ４万円（6万円） 

950万円超1,000 万円以下   ２万円（3万円） 

(6) 配偶者特別控除 

① 配偶者の前年の合計所得金額が48万円超50 万円未満である場合 

 

 

 

 

② 配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 

 

納税義務者の合計所得金額 

900万円以下      ５万円 

900万円超950万円以下  ４万円 

950万円超1,000 万円以下 ２万円 

 

900万円以下      ３万円 

900万円超950万円以下 ２万円 

950万円超1,000 万円以下 １万円 

(7)扶養控除 

① 扶養親族 

② 特定扶養親族 

③ 老人扶養親族 

④ 同居老親等扶養親族 

 

① １人につき５万円 

② １人につき１８万円 

③ １人につき１０万円 

③ 1人につき１３万円 

 

(例) 合計課税所得金額200 万円を有する寡婦で、同居老親等扶養親族（同居特別障害）がいる場合 

(ア)か(イ)のいずれか小さい額の５％ 

  （ア）5 万円＋人的控除額の差の合計額＝5 万円＋22 万円＋1 万円＋13 万円＝41 万円 

  （イ）個人市・府民税の合計課税所得金額＝200 万円 

 （ア）＜（イ）なので、所得割額から控除される額（調整控除）は4１万円×５％＝20,500 円となります。 
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配 当 控 除 

 株式の配当所得がある人は、算出された所得割額から次の配当控除の額が差し引かれます。 

区   分  市民税の控除率 府民税の控除率 

配 

当 

控 

除 

利益の配当等 
Ａ 

配当所得金額の 

2.24％ 

配当所得金額の 

0.56％ 

Ｂ 1.12％ 0.28％ 

特定証券投資信託等

の収益の分配 

外貨建等証券投資信託

以外 

Ａ 1.12％ 0.28％ 

Ｂ 0.56％ 0.14％ 

外貨建等証券投資信託 Ａ 0.56％ 0.14％ 

Ｂ 0.28％ 0.07％ 

Ａ…課税山林所得金額、課税退職所得金額を除く課税所得金額の1,000 万円以下の部分に含まれる配当所得 

Ｂ…課税山林所得金額、課税退職所得金額を除く課税所得金額の1,000 万円を超える部分に含まれる配当所得 

※上場株式等の配当について「申告分離課税」を選択する場合は、配当控除の適用はありません。 

 

住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除） 

 平成21 年から令和7 年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から

控除しきれなかった額が翌年度の市・府民税（所得割）から差し引かれます。 

 ●控除額 

  次の（１）又は（２）のいずれか小さい額が控除されます。 

  （１）所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額 

  （２）所得税の課税総所得金額、課税山林所得及び課税退職所得の合計額に５％を乗じて得た金額 

（97,500 円を上限とする。）※１ 

※１ 特定取得（住宅の取得等に係る費用の消費税等が８％の場合）又は特別特定取得（住宅の取得等に

係る費用の消費税等が１０％の場合）に該当し、平成２６年４月から令和３年１２月末（※２）まで

に入居した場合は、所得税の課税総所得金額、課税山林所得及び課税退職所得の合計額に７％を乗じ

て得た金額（136,500 円を上限とする。）となります。 

※２ 特別特定取得に該当する契約を一定の期間内に締結した場合は、令和３年１月から令和４年１２ 

月末までとなります。 

   <一定の期間内> 

   ・注文住宅⇒令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで 

   ・分譲住宅や増改築など⇒令和２年１２月１日から令和３年１１月３０日まで 

 

寄附金税額控除 

 寄附をされた翌年度の市・府民税から一定の限度額まで控除されます。また、ふるさと納税をされた方で、

確定申告や市・府民税の申告が不要な方は、寄附先の地方団体へ申告特例申請書を提出されることで、税の

申告をしなくても所得税相当分も含めた寄附金の控除を受けられます（ワンストップ特例制度）。 

 ●対象となる寄附金 

   (1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 

    （総務大臣から指定を受けていた場合はふるさと納税（特例控除対象）に該当（※１）） 

   (2)京都府共同募金会又は日本赤十字社京都府支部に対する寄附金 

   (3)条例で指定された団体に対する寄附金（市条例分 ８％ 府条例分 ２％） 
 ※１ 国内で発生した災害に係る義援金について、義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会

に拠出されることが明らかな場合も含みます。 
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 ●控除額 

  {寄附した金額（総所得金額等×30％を限度）－2,000 円}×10％（市民税8％、府民税2％） 

 【特例控除額の加算】（(1)－2,000 円）×（90％－（0～45％※）×1.021） 

                         ※所得税率に相当する割合 

  ◎特例部分の内訳は市民税 4/5、府民税 1/5 でそれぞれの算出所得割から調整控除を引いた金額の

20％が上限です。 

 【申告特例控除額の加算】ワンストップ特例の対象となる方には、上記特例控除額に一定の割合を乗じた

金額が所得税相当分として控除されます。 

 

外 国 税 額 控 除 

 納税者が外国で生じた所得について、その国の所得税などを課されたときには、一定の要件のもとに、外

国税額控除が適用されます。 

 所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税や復興特別所得税で控除しきれないときは、まず、

府民税の所得割から一定の金額（府民税控除限度額）を限度として控除し、さらに控除しきれない額がある

ときは、次に市民税の額から一定の額（市民税控除限度額）を限度として控除します。 

  

外国税額控除 所得税の控除限度額（※）×２４％＝市民税控除限度額 

所得税の控除限度額（※）× ６％＝府民税控除限度額 

      

※ 所得税の控除限度額＝（その年分の所得税の額）× 

 

配当割額・株式等譲渡所得割額控除額 

 特定配当等に係る所得又は特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合においては、所得割額から、

それぞれ特別徴収された金額が配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額として控除され、税額が下が

ります。年税額から引ききれなかった額は充当又は還付されます。 

 

定額減税額 

 令和7 年度の市民税・府民税・森林環境税が課税される方で、令和6 年中の合計所得金額が1,000 万円超

1,805 万円以下であり、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者（本人と生計を一にする配偶者で、令和6 年

中の合計所得金額が 48 万円以下の方。国外居住者の場合は対象外。）がいる場合は、１万円が令和 7 年度

分の所得割額から差し引かれます。（ただし、所得割額を限度とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その年分の国外所得総額） 

（その年分の所得総額） 
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５  

退職手当等からの特別徴収税額の計算方法 

退職手当等の支払金額から退職所得控除額を控除した後の残額（以下、「○A 」とします。）を基に、受給者の勤続年数
等によって、下図に従って計算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(※1)「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。 

①法人税法第２条第１５号に規定する役員 
②国会議員及び地方議会議員 
③国家公務員及び地方公務員 

 
   

●退職所得控除額 

勤続年数 退職所得控除額 

① 勤続年数が20 年以下の場合 40 万円×勤続年数（80 万円に満たない場合は80 万円） 

② 勤続年数が20 年を超える場合 800 万円＋70 万円×（勤続年数－20 年） 

 ※ 障害者になったことに直接起因して退職した場合は、①又は②によって算出した額に100万円を加算します。 

●勤続年数の計算 

 所得税の計算の場合と同様に実際の勤続期間によって計算します。勤続年数の計算において、1 年未満の

端数があるときは、これを切り上げて1 年とします。 

 

 

 

 

 

 

勤続年数は５年以下ですか？ 

は
い 

役員等(※1)に該当しますか？ いいえ 

は
い 

○A は300 万円を超えますか？(※2) 

退職所得の金額＝○A  
（1,000 円未満切り捨て） 

退職所得の金額＝○A －150 万円 
(1,000 円未満切り捨て) 

いいえ 

退職所得の金額＝○A ×２分の１ 
(1,000 円未満切り捨て) 

は
い 

いいえ 

   

市民税額＝退職所得の金額×６％ (100 円未満切り捨て) 
府民税額＝退職所得の金額×４％ (100 円未満切り捨て) 

(※2)この規定は、令和4 年1 月1 日以後に支払うべ
き退職手当等について適用されます。それ以前
に支払うべき退職手当等については、「いいえ」
としてください。 
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総合課税を行わない所得等の課税の特例 

 個人が土地・建物等又は株式等を譲渡した場合の譲渡所得等及び先物取引を行った場合の雑所得等に対す

る所得割については、他の所得と区分して課税することになっています。 

区   分 市 民 税 府 民 税 

短期譲渡所得 課税短期譲渡所得金額×7.2％(※) 課税短期譲渡所得金額×1.8％(※) 

長

期

譲

渡

所

得 

一般の譲渡の場合 課税長期譲渡所得金額×４％ 課税長期譲渡所得金額×1％ 

優良住宅地等

の譲渡の場合 

2,000 万円 

以下の場合 
課税長期譲渡所得金額×3.2％ 課税長期譲渡所得金額×0.8％ 

2,000 万円 

超の場合 

64 万円＋（課税長期譲渡所得金額

－2,000 万円）×４％ 

16 万円＋（課税長期譲渡所得金額

－2,000 万円）×1％ 

居住用財産の

譲渡の場合 

6,000 万円 

以下の場合 
課税長期譲渡所得金額×3.2％ 課税長期譲渡所得金額×0.8％ 

6,000 万円 

超の場合 

192 万円＋（課税長期譲渡所得金額

－6,000 万円）×4％ 

48 万円＋（課税長期譲渡所得金額

－6,000 万円）×1％ 

上場株式等の係る譲渡所得等 
上場株式等に係る課税譲渡所得等

の金額×4％ 

上場株式等に係る課税譲渡所得等

の金額×1％ 

一般株式等に係る譲渡所得等 
一般株式等に係る課税譲渡所得等

の金額×4％ 

一般株式等に係る課税譲渡所得等

の金額×1％ 

上場株式等に係る配当所得等 
上場株式等の配当等に係る課税配

当所得等の金額×4％ 

上場株式等に係る課税配当所得等

の金額×1％ 

先物取引に係る雑所得等 
先物取引に係る課税雑所得等の金

額×4％ 

先物取引に係る課税雑所得等の金

額×1％ 

※ 国・地方公共団体等に譲渡した場合の短期譲渡所得に対しては、7.2％、1.8％は各 4々％、1％になります。 
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６ 課税されない人 

 次の表は地方税法に定められた非課税の要件です。この他、京都市の市税条例によって、市民税が課税さ

れない場合があります。（２８ページ「８ 減免」参照） 

 なお、地方税法において均等割が非課税となる方については、森林環境税（国税）においても非課税とな

ります。 

均等割も所得割も 

課税されない人 

(1) 令和7 年1 月1 日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額（※１）

が135 万円以下（給与所得者の場合、年収204 万4 千円未満）である人 

均等割が 

課税されない人 

前年の合計所得金額(※１)が次の算式で求めた額以下である人 

(1) 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 

  35 万円×（同一生計配偶者＋扶養親族の数＋１）＋21 万円＋10 万円 

(2) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 

  45 万円 

所得割が 

課税されない人 

前年の総所得金額等（※２）が次の算式で求めた額以下である人 

(1) 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 

  35 万円×（同一生計配偶者＋扶養親族の数＋1 人）＋32 万円＋10 万円 

(2) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 

  45 万円 

 

※１ 合計所得金額 

    純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額（利子所得、不動産所得、事業所得、給与所得及び一

時所得並びに配当所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得及び雑所得（分離課税分を除きます）の金額の

合計額）、特別控除前の長期譲渡所得の金額、特別控除前の短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡

所得等の金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額及び山林所得金

額並びに退職所得金額（分離課税分を除きます）の合計額 

 

※２ 総所得金額等 

    合計所得金額から純損失又は雑損失の繰越控除をした後の金額 
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７  

申  告 

 市内に住所を有する人は、原則として毎年３月１５日までに市税事務所市民税担当へ申告書を提出してい

ただくこととなっています。 

申告義務のある人 市内に住所を有する人で、次の「申告義務のない人」に該当しない人 

申告義務のない人 

(１)「所得税の確定申告をした」人 

(２)前年の所得が「給与のみ」で、支払者から京都市に給与支払報告書

が提出されている人 

(３)前年の所得が「年金のみ」で、支払者から京都市に公的年金等支払

報告書が提出されている人 

(４)均等割が非課税となる人 

提出期限 原則、毎年３月１５日 

提出先 市税事務所市民税担当 

  ※ （２）、（３）の方で、雑損控除、医療費控除や寄附金税額控除などの控除を受けようとする人や、純損

失の金額の控除若しくは純損失又は雑損失の繰越控除を受けようとする人は申告書を提出してください。 

納税の方法 

 個人の市民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあります。 

普通徴収 

事業所得者の方などの市・府民税につ

いては、申告書等に基づき計算した

市・府民税額を６月初旬頃に納税通知

書によりお知らせします。 

6 月、8 月、10 月、翌年1 月の4 回の納期に分

けて納めていただきます。 

特別徴収 

（給与所得者） 

給与所得者の市・府民税については、

給与支払者からの給与支払報告書に

基づき、税額を計算し、その税額を給

与支払者（特別徴収義務者）と給与支

払者を通じて納税者にお知らせしま

す。 

給与支払者（特別徴収義務者）が6 月から翌年

５月までの 12 回に分けて毎月の給与支払の際

に、納税者の給与から差し引いて（特別徴収）、

翌月１０日までに、京都市に納めていただきま

す。 

特別徴収 

（年金受給者） 

令和7年4月1日現在65歳以上の公

的年金等受給者の方の市・府民税につ

いては、年金保険者等（日本年金機構

など）から提出された年金支払報告書

に基づき年金所得に係る税額を計算

し、その税額を年金保険者と納税者に

お知らせします。 

年金保険者（特別徴収義務者）が、年金の支払

の際に納税者の年金から差し引いて（特別徴

収）、翌月１０日までに、京都市に納めていただ

きます。 

※ 令和7 年4 月1 日現在で65 歳未満の年金

受給者の方については、普通徴収又は給与から

の特別徴収の方法により納めていただくこと

になります。 
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※年の途中で退職した場合の特別徴収 

 毎月の給与から市・府民税を特別徴収されていた納税者が退職したときは、給与が支払われなくなった翌

月以降の残税額を普通徴収の方法により納めていただくことになっています。 

 （例）７月に退職した場合 

   給与支払者が退職したことの届出書を京都市へ提出しますので、給与から引けなかった残りの税額は、

３期と４期の納期に分けて、又は４期の納期にまとめて納付いただくことになります。その場合は、京

都市から改めて納税通知書を送付しますので、納税通知書が届き次第、納付をお願いします。 

 

 【例外】 

 ・ その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合 

 ・ 6 月 1 日から 12 月 31 日までの間に退職した人で、残税額を退職金などからまとめて特別徴収され

ることを申し出た場合 

 ・ 翌年1 月1 日から4 月30 日までの間に退職した人で、残税額を超える退職金などがある場合 

  （この場合は、本人の申出がなくても、退職金などから残税額が特別徴収されます。） 

 

 

 

 

 

個人市・府民税及び森林環境税の公的年金からの特別徴収制度 

● 対象となる方 

 その年度の初日（４月 1 日）現在、老齢基礎年金等の支給を受けている 65 歳以上の方で、公的年金等

に係る市・府民税が課税される方（ただし、以下の方については対象外） 

  ・ 介護保険料が年金から引き落としされていない方 

  ・ 引き落とされる市･府民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など 

● 対象となる税額 

  公的年金等に係る所得割額及び均等割額を合算した額 

● 対象となる年金 

  老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等（介護保険料が特別徴収されている年金が対象です。） 

● 徴収方法 

 ◎ 前年度に特別徴収されていない場合 

   10 月の年金支払額から特別徴収が始まります。 

  【徴収時期と対象税額】（例：年金に係る令和7 年度の市・府民税・森林環境税額が60,000 円の場合） 

 納付書で納める（普通徴収） 年金からの引き落とし（特別徴収） 

月 ６月 ８月 １０月 12 月 2 月 

税額 15,000 円 15,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 

算出方法 
市・府民税・森林環境税額の 

1/４ずつ 

市・府民税・森林環境税額の 

1/6 ずつ 

●特別徴収の実施について 

 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者（事業者）は、パート、アルバイト、役員等を

含む全ての従業員等の個人の市・府民税を特別徴収していただくことが法令により義務づ

けられています（事業者や従業員等の意思で徴収の方法の選択はできません。）。 

 京都府と府内全ての市町村は原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、市・

府民税の特別徴収を徹底します。 
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◎ 前年度に特別徴収されている場合 
  【徴収時期と対象税額】（例：年金に係る令和7 年度の市・府民税・森林環境税が75,000 円、                              

令和6 年度は60,000 円の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年金から引き落とし（特別徴収） 

月 ４月 ６月 ８月 １０月 12 月 2 月 

税額 10,000 円 10,000 円 10,000 円 15,000 円 15,000 円 15,000 円 

算出方法 
公的年金所得に係る令和6 年度（前年度）

の税額の1/6 ずつ（森林環境税を含む） 

令和7 年度の税額の残りの1/３ずつ 

（森林環境税を含む） 
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８ 減     免 

 特別の事情があり、市・府民税及び森林環境税を納めることが困難である場合には、その事情に応じて税

額を減免する制度があります。 

 減免の申出は、その税の納期限までに減免申請書を提出していただくことになっています。 

主な要件 お問い合わせ先 

① 生活保護を受けている場合 

市税事務所市民税担当 

② 災害を受けた場合 

③ 失業した場合 

 （例：失業給付受給資格者その他労働の意思は有するが傷病等により失業し

ている方） 

④ 廃業等により所得が減少した場合 

⑤ 障害のある者、寡婦・ひとり親である場合等 

○ 上記の要件に加え、総所得金額等の合計額（総所得金額等から分離課税に係る特別控除を引いた金額）

が一定以下であるなどの要件があります。（①に該当する場合を除く。） 

○ ⑤に該当する方については、例外的に減免の申請書を提出していただかなくても、税額の全部又は一部

を減免する措置を適用している場合があります。 

 

※ 個人市・府民税の減免措置の廃止について（令和６年度から） 

  少額所得の方、所得割の納税義務がない方に対する本市独自の減免措置について、地方税法の趣旨に則

り、令和６年度に廃止しました。 

   (1)少額所得の場合の減免について 

    総所得金額等の合計額が50 万円以下の方に対して、均等割額の5 割、所得割額の3 割を減免して

いました。この減免の廃止により、令和6 年度から均等割額及び所得割額が全額課税され、最大で年

4,300 円の負担増となっています。 

   (2)所得割の納税義務がない場合の減免について 

    一定の条件を満たす所得割の納税義務がない方に対して、均等割額の全額を免除していました。こ

の減免の廃止により、令和6 年度から均等割額等（他の減免制度を受けることができない場合は、年

5,600 円）が課税されることになりました。 

    なお、個人市・府民税の課税状況を基礎としている令和6 年度以降の福祉施策の利用料金等につい

ては、市民の皆様に急激な負担増とならないよう、一定期間の「経過措置」を設けるなどの対応を行

っています。 

 

 

減免の申請方法等については、お手元に納税通知書をご用意のうえ、市税事務所市民税担当

へまずはお電話でお問合せください。（問合せ先は６６ページ参照） 
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